
制度、物件の紹介 

亀岡市空き家・空き地バンクへの登録について 

【空き家・空き地バンクとは…】 

空き家及び空き地の情報をホームページ上などで提供し、空き家・空き地を売ったり貸したりしたい所有者

と、買ったり借りたりしたい方をマッチングする仕組みです。 

 

空き家・空き地バンクのイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【登録をするには…】 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】    亀岡市 建築住宅課 

 ℡;0771-56-8520（直通）E-MAIL ; teiju-sdgs@city.kameoka.lg.jp 
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登録申込 

利用登録の申込、 

問合わせ、見学依頼 

売買、賃貸借に関する 

交渉申込 

交渉、契約 

空き家・空き地の売買・賃貸借の契約については、当事者間で行う。 

（公社）京都府宅地建物取引業協会及び（公社）全日本不動産協会京都府本部と

の協定により、両協会加盟の協力業者による仲介も可能。 

①申込書ご提出

※申込書は市HPからダウ
ンロード、または建築住宅
課までお問い合わせくださ

い。

②物件調査等

申込内容のご確認や登録希
望の空き家の現地確認を行

います。

③登録


